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Ⅱ 啓発・普及 

１ 広報活動 

 

・ 農村環境向上活動に対する地域住民等の理解を深めるために、パンフレッ

ト、機関誌等の作成・頒布、看板の設置、インターネットのホームページ

の開設・更新等の活動を行うこと。 

・ 外来種の侵入防止や駆除に対する理解を醸成する取組を行うこと。 

 
 
 
 
 
 
【活動のねらい】 

生態系保全や水質保全等の各テーマにおける取り組みに多くの人の参加、協力を呼びかけ

ることにより、活発な取り組みが行えます。自分たちがどのような活動をしているのか等を

分かりやすく伝えることにより、活動への参加者、協力者を得ることができます。 

 

【活動の内容】 

（１）広報活動の実施方法 

①広報手段 

地域からの理解を得るために、パンフレット等の作成・頒布、看板等の設置等の広

報活動を実施します。次表は、広報手段の比較をしたものです。 

パンフレットや看板以外にも、ポスター、機関誌、ビデオ等を作成して紹介するこ

とができます。市区町村の広報誌へ積極的に情報提供を行い、行政が作成するパンフ

レット等でＰＲすることも考えられます。 

また、地域の人だけでなく、都道府県内や全国の人に活動等を紹介する手段として、

ホームページを作成し、インターネット上で情報提供をすることも有効です。 

（参考）広報手段の比較 

 
パンフレット、
リーフレット、

機関誌 
ポスター、看板 ビデオ ホームページ 

伝達範囲 中 狭 狭～中 広 

作成経費 低～中 低～中 高（一般には委
託） 

高（委託した場
合） 

活用にあたり
工夫すべき点 

配布先、レイ
アウト 

掲示、設置場
所 

イベント等上映機
会の確保 

アクセスしてもら
えるような内容 

②掲載内容 

パンフレット等に掲載する内容は、活動の紹介、協力の呼びかけ等、何を伝達する

かによって異なります。活動の紹介の場合は、活動の計画の内容やなぜこの場所で行

っているか等といったこと、協力の呼びかけの場合は、活動の必要性や活動主体とそ

の代表者等を掲載します。 

特定外来種の駆除や希少種の保護を訴える場合には、該当する生き物の写真や特徴、
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なぜ増えているか、減っているかと言った理由、駆除（保護）の方法等を分かりやす

く記載します。 

 

【配慮事項】 

①パンフレットや看板の表現 

あまり環境保全活動に関わったことがない人や興味のない人が見ても理解しやすい

ように、分かりやすく、また、興味をひくように表現する必要があります。図や写真、

イラスト等を用いたり、印象に残るようなキャッチコピーや共通ロゴを作ったりする

ことを考えます。 

パンフレットや看板等を自分たちで作成する場合でも、専門の会社に依頼する場合

でも、自分たちが伝えたいメッセージをはっきりさせ、伝達していくことが重要です。

広報活動の手段や表現方法、内容等は型にはまらず、独自の個性を生かし、その活動

組織らしさを表現できるよう工夫することが必要です。 

 

②発行、更新 

できるだけ最新の情報を提供していく必要があります。予算にもよりますが、定期

的な発行日又は更新日を設けると効果的です。ホームページの場合には、できるだけ

頻繁に内容を更新することが重要です。 

パンフレットのページ数はあまり多くなく、印刷数量は、広報しようとする対象人

数を念頭に置いて決定します。 

 

③頒布、設置 

パンフレット等はイベントの時や普段から自分で配布したり、関連のある団体や行

政に頒布してもらったりすることとなります。公共の場等でパンフレットを配布する

場合、施設の管理者等への届けが必要になりますので注意してください。 

看板等は活動場所の近くに設置すると効果的です。条例や町づくり協定等を遵守し、

周囲の景観を乱さないようにするとともに、通行の障害や交通の安全を妨げないよう

に注意します。 
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２．啓発活動 

 

・ 
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【配慮

農
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地域
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更
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続性

 

 

 

地域の農村環境向上のために、農村環境の各テーマに詳しい専門家の意見を

伺う等、有識者の指導・助言を得ること。 

地域で保全する生物の種類を検討するためや、地域の水質保全計画・景観形

成計画等を策定するため等に、集落等での寄合等の場を活用した勉強会等を
行うこと。 

のねらい】 

境に関する科学的・技術的な知見は、日々向上しており、新たな知識や技術が次々に明らか

っています。このため、専門家から、定期的に新たな情報を吸収することは重要です。また、

の中で、定期的に勉強会を開くことも重要です。これらのことによって、日頃その価値に気

ずにいる地域の自然について再認識するための、きっかけを得ることができます。 
域で保全しなければならない生物を検討したり、地域の水質保全計画、農村景観形成計画等

成するためには、環境についての幅広い知識を必要としますので、集落の寄り合い等に専門

招き意見を聞くこと等により、自主的に知識の向上を行います。 

の内容】 

村環境向上活動のテーマである生態系保全、水質保全、景観形成・生活環境保全、水田貯留

増進・地下水かん養及び資源循環について、それらの内容に詳しい方との連絡は、行政や学

接触することにより可能になります。環境省が審査を行っている環境カウンセラー

tp://www.env.go.jp/policy/counsel/）をはじめとして、各種の環境アドバイザーの制度が

、講師派遣等を行っているほか、農業農村整備事業の実施に伴って農村環境アドバイザーが

されている場合もあります。また、地域の博物館員や、教員、その他にも動物や植物やその

自然科学に詳しい方がいる場合も多くあります。これらの有識者とは日頃より連絡を密にし

有識者にも共同活動に関心を持ってもらうことが大切です。 

事項】 

地や農業用水を効果的に保全するためには、農業者や非農家を含めた地域住民が、農地・

農村環境等の資源に関心を持ち、自主的に活動に参加し、地域の資源を再点検・再発見し、

の現状と課題についての理解を深め、地域の将来像について検討し、一連のプロセスの結果

て計画を作成することが必要です。 

に、その計画に基づいて、適切な役割分担により実践までのプロセスを継続して行うことが

であり、この活動を経て生まれた新たな成果がまた新たな関心を生む、つまり保全活動の持

や質の向上等につながることとなります。 
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なお、活動の流れを図にしたのが次の図です。 

 

一人ひとりの住民の関
心を、地域全体、集落
全体に発展させるため
の組織づくりを進める

プロセス
の展開
プロセス
の展開

第４段階
理解

第３段階
発見

第２段階
参加

第１段階
関心

第５段階
創出

啓発

計画策定

共同学習

再点検

組織化

自分たちの地域づくりの
方向性を適正な方向へと
導くために、住民の自然
や社会のしくみについて
理解を深める。

いままでの活動をとりまとめ、
地域の将来ビジョンを策定し、
さらには創出したものを住民み
んなで味わうことにより、地域
に生活する「誇り」をはぐくむと
同時に、新たな関心を生む

住民全員で、地域環境をもう一
度再確認しあう。この段階で、地
域資源を認識、評価し、資源の
利活用について意見を出し合う

自分たちを取り巻く環境
とそれに関わる問題に気
づかせたり、関心を持た
せたりする啓発の段階

一人ひとりの住民の関
心を、地域全体、集落
全体に発展させるため
の組織づくりを進める

プロセス
の展開
プロセス
の展開

第４段階
理解

第３段階
発見

第２段階
参加

第１段階
関心

第５段階
創出

啓発

計画策定

共同学習

再点検

組織化

自分たちの地域づくりの
方向性を適正な方向へと
導くために、住民の自然
や社会のしくみについて
理解を深める。

いままでの活動をとりまとめ、
地域の将来ビジョンを策定し、
さらには創出したものを住民み
んなで味わうことにより、地域
に生活する「誇り」をはぐくむと
同時に、新たな関心を生む

住民全員で、地域環境をもう一
度再確認しあう。この段階で、地
域資源を認識、評価し、資源の
利活用について意見を出し合う

自分たちを取り巻く環境
とそれに関わる問題に気
づかせたり、関心を持た
せたりする啓発の段階
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